
 

ｉバスの第Ⅱ期見直し路線の決定までの流れ 

 

 

１ 見直し方針・見直し条件の策定   

 

 

 

 

２ 見直し路線案の検討（繰り返し行う） 

※見直し路線の決定には、地域公共交通会議での合意形成が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 見直し路線の決定   

 

 

 

 

４ 認可申請      

 

 

 

 

５ 新たな運行開始 

※バス公共交通については、第Ⅱ期見直し以前においても、利便性向上のため可能な対応

を図っていきます。 

資料４-１

３ 

①事務局より見直し路線案の提示 

②見直し路線案の検討 

 各自治会・市民団体において、路線案についての意見の聴取・集約 

 自治会代表者検討会 

 市民代表者合同検討会 

 バス事業者検討会 

 説明会の開催 

 路線案の修正 

 


